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ご
あ

い
さ

つ

秋
田
県
公
文
書
館
が
開
館
し
て
一
年

た
ち
ま
し
た
。

開
館
以
来
公
文
書
館
で
は
、
館
蔵
資

料
を
よ
り
よ
い
状
態
で
保
存

・
整
理
で

き
る
よ
う
に
調
査
研
究
を
す
す
め
て
き

ま
し
た
。
前
期
の
公
文
書
課
に
引
き
続

き
、
古
文
書
課
担
当
の
後
期
の
企
画
展

示
で
、
今
回
は

『
佐
竹
家
譜
』
の
編
纂

過
程
を
中
心
と
し
て
、
秋
田
藩
の
修
史

事
業
の

一
環
を
紹
介
し
て
み
ま
し
た
。

公
文
書
館
の
開
館
に
よ

っ
て
、
こ
れ

ま
で
県
庁
記
録
書
庫
と
県
立
秋
田
図
書

館
に
分
か
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
秋
田

藩
関
係
の
史
料
が

一
つ
に
ま
と
ま
り
ま

し
た
。

こ
れ
ら
の
貴
重
な
史
料
の
中
に
は
、

藩
政
時
代
の
修
史
事
業
の
過
程
で
収
集

・

調
査

・
研
究

・
整
理

・
保
存
さ
れ
て
き

た
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
と
く
に

文
書
所

（
の
ち
記
録
所
と
改
称
）
の
職

員
の
史
料
調
査

。
研
究
に
あ
た
る
姿
勢

に
は
、
今
日
の
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
と

こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
の
展
示
を
通
し
て
、
本
館
の
所
蔵

史
料
が
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん

で
や
み
ま
せ
ん
。

佐竹家 編纂関係略年表

①義賛 1 層量:||:::; 贔裏曇畠h」物拝領
②義隆

寛文年間    幕紋改

③装廷 1 元禄9(1696) 文書提出命令

④義落 1 宝永6(1709) 岡本元朝らに論功行賞

⑤義撃 1 享保年間    政治改革 (今宮義透)

⑥義藁 詈橿撃ξ2つ

2)■,ビ竺否諏炉言テ臀崎嘉右御怖纂
3重蟹薦τ昇1%D冠5仄墓彎「P_ 勘三畑

明和 3(1766) 文書提出命令

安永 7(1778) 御殿焼失 (久保田城本丸焼失)

⑨義果i l 寛政元 (1789) 政治組織の改正

寛政 4(1792) 被仰渡 (系図吟味等)

寛政 5(1793) 中山文右衛門 (青我)学館祭酒任命

寛政 7(1795) 郡奉行の再設置

寛政 7(1795) (26)義 員家譜 (草刈十左衛門)→那珂正左衛門

寛政11(1799) (27)義 明公家譜 (土屋新之允)→大槻文蔵

文化元 (1804) (28)義 敦公譜 一 ―   ― 中山文右衛門

文化 2(1805) 被仰渡 (系図提出)

文化 4(1807) 箱館出兵

⑩装置 1         植藁鏡ら完成)

天保年間    天保の大飢饉

天保 5(1834) (29)義 和公譜と御亀鑑115冊  岩堀宗六

⑪義睦

⑫義筆 1 安政6(1859) (30)義 厚公譜 ― (綿引孝蔵)→石山源二郎
明治 3(1870) 御亀鑑 (A289-372)
明治 4(1871) 廃藩置県
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一
、
義
宣
家
譜
の
成
立
ま
で

元
禄
九

（
一
六
九
六
）
年
三
代
藩
主

義
処
の
命
令
を
う
け
て
、
秋
田
藩
の
修

史
事
業
が
本
格
的
に
始
ま
り
ま
し
た
。

史
料
の
収
集
は
藩
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、

こ
の
年
常
陸
の
古
文
書
調
査
に
で
か
け

た
中
村
光
得

の
日
記
が

『
金
砂
紀
行

（
日
記
こ

と
し
て
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。

翌

一
〇

（
一
六
九
七
）
年
七
月
、
岡

本
元
朝
が
文
書
改
奉
行
に
任
命
さ
れ
て

か
ら
修
史
事
業
は
軌
道
に
乗
り
、
系
図

・

古
文
書

・
古
記
録
な
ど
が
家
臣
団
か
ら

権
現
様
御
判
物

か

４
回
オ
向
仏
曰
常
急

て
ノと
を
諄
な
で
を

確
わ

久
ツ
ψ
こ

‘
て
い
こ
ゼ
左
″
ゼ
ｎ
り
７て
ｎ
　
ｔ̈
ｒ

‘″
″
ソ
７
た
ム

も
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
家
臣
団
に
も
戸

惑
い
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
数
回
文
書
提

出
命
令
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
古
文
書
や
系

図
類
は
担
当
者
に
よ
っ
て
真
偽
の
判
定

も
含
め
た
綿
密
な
検
討
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
過
程
を
経
た
も
の
が
、
の
ち

に
い
わ
ゆ
る

『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
や

『
諸
士
系
図
』
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
き
ま
す
。

宝
永
六

（
一
七
〇
九
）
年
二
月
、
岡

本
元
朝
ら
に
対
し
て
修
史
事
業
に
関
す

る
論
功
行
賞
が
あ
り
ま
し
た
。
修
史
事

業
が
ひ
と

つ
の
区
切
り
を
迎
え
た
わ
け

で
す
が
、
佐
竹
氏
の
初
代
義
光
か
ら
初

代
秋
田
藩
主
義
宣
ま
で
の
家
譜
の
原
型

は
、
こ
の
時
期
に
ほ
ぼ
ま
と
め
ら
れ
た

よ
う
で
す
。
な
か
で
も
と
く
に
、
義
宣

家
譜
に
は

『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
に
も

収
め
ら
れ
て
い
る
古
文
書
が
数
多
く
引

用
さ
れ
て
お
り
、
「
義
隆
家
譜
」
以
降

と
で
は
編
纂
方
針
が
明
ら
か
に
違

っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

―

―

◇

―

―

◇

―

―

こ
こ
ま
で
の
各
家
譜
を
読
ん
で
み
る

と
、
ま
ず
初
代
義
光

の
冒
頭
部
分

で

『
佐
竹
系
図
引
證
本
』
作
成
の
経
緯
が

説
明
さ
れ
る
な
ど
、
編
纂
方
針
の

一
端

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
佐
竹
氏
の

「初

代
」
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
は
非
常
に

大
き
な
問
題
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
担

当
者
の
苦
心
の
あ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。ま

た
、
佐
竹
氏
の
家
紋
が
扇
紋
に
な
っ

た
い
き
さ

つ
が
五
代

「
秀
義
家
譜
」
に

も
見
え
ま
す
。

元
禄

・
宝
永
期
の
担
当
者
に
と
っ
て
、

「
義
宣
家
譜
」
の
編
纂

に
関
し
て
は
大

き
な
問
題
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
と
く

に
関
ケ
原
の
戦
い
に
お
け
る
義
宣
の
立

場
を
記
述
す
る
た
め
に
、
充
分
に
史
料

の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

慶
長
七

（
一
六
〇
二
）
年
の
家
康
の

領
知
判
物

（権
現
様
御
判
物
）
に
知
行

高
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
関

ケ
原
の

戦
い
で
家
康
に
味
方
し
な
か

っ
た
義
宣

の
当
時
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

結
果
と
し
て
は
義
宣
が
家
康
に
味
方

し
な
か

っ
た

「
事
実
」
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
記
載
内
容
に
決
定
す

る
ま
で
の
経
過
が
割
注
の
中
で
非
常
に

詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す

（
「
義
宣
家

譜
」
慶
長
五
年
七
月
二
八
日
条
）
。

こ
の
割
注
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
史

料
編
纂
に
あ
た
る
姿
勢
に
は
、
現
在
の

私
た
ち
も
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

―

―

◇

―

―

◇

―

―

な
お
、
本
館
所
蔵
の

「
佐
竹
家
譜
」

（
Ａ
Ｓ
二
八
八
―

一
）
に
は
、
「
義
宣
家

譜
」
が
欠
け
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は

東
大
史
料
編
纂
所
の
写
本

一
二
冊
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
と

本
館
所
蔵
の

「義
宣
家
譜
」

（
Ａ
Ｓ
二

八
八
―
八
）
を
対
照
し
て
み
る
と
、
本

館
所
蔵
分
は
、
全
部
で

一
二
冊
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る

「
義
宣
家
譜
」
の
写
本

の

一
部

（六
冊
）
と
み
て
よ
い
よ
う
で

す
。義

光
家
譜

協
‘
´
も
　
　
　

，

前田諷事二一積％ネ一埃闘鉄オ着ニユ″

「̈^
神織精”一職彎一］機［一一
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二
、
義
隆
家
譜
～
義
格
家
譜

享
保

一
二

（
一
七
二
七
）
年
五
月
、

初
代
義
光
か
ら
三
代
藩
主
義
処
ま
で
の

家
譜
の
清
書
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
時
、
宇
都
宮
典
綱
か
ら

「
鑑
照

院
様
御
伝
記

（義
隆
家
譜
）
杯

ハ
日
記

を
見
申
候
様

二
在
之

（中
略
）
御
伝
記

之
様

ニ
ハ
不
相
見
得
候
」
と
酷
評
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
「
義
宣
家
譜
」
ま
で
と

編
纂
方
針
が
大
き
く
違

っ
て
い
た
こ
と

も
原
因
の

一
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
義
宣
家
譜
」
ま
で
と
違
い
、　
二
代

「義
隆
家
譜
」
以
降
は
書
状
な
ど

一
枚

も
の
の
古
文
書
の
引
用
が
非
常
に
少
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
「
義
宙
家
譜
」

ま
で
に
は
、
御
家
譜
引
證
文

（本

力
）

二
四
冊
も
編
纂
さ
れ
た

（
Ａ
Ｏ
〇
二
九

―

一
‐

一
『
御
蔵
書
目
録
』
乾
）
の
に

対
し
、
「
鑑
照
院
様
　
徳
雲
院
様

（
義

処
）
天
祥
院
様

（義
格
）
御
家
譜
引
證

本
無
之
候
」

（
Ａ
Ｓ
三
八
八

―
二
〇

『
義
峯
公
家
譜
引
證
本
Ｌ

と
あ
る
よ
う

に
引
証
本
が
編
纂
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と

も
違

っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
当
館
所
蔵
の
目
録
な
ど
か
ら

各
家
譜
の
編
纂
責
任
者
は
以
下
の
と
お

り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

義
隆
～
義
処
家
譜
　
一
［
成
藤
兵
衛

義
格
家
譜
　
　
　
川
崎
嘉
右
衛
門

―

―

◇

―

―

◇

―

―

こ
こ
ま
で
．．
代

の
藩
主

の
家
譜
を
見

て
い
く
と
、
元
禄

・
宝
永
期

の
修
史
事

業
が
進
め
ら
れ

て
い
る
頃
、
岡
本
元
朝

は
利
根
川
普
請

の
た
め
に
活
躍
し
て
い

る
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
宝
永
元

（
一
七
〇
四
）
年

の
野

代

（能
代
）
大
地
震

に

つ
い
て
は
三
丁

（
五

ペ
ー
ジ
）

に
わ
た

っ
て
記
録

さ
れ

て
い
ま
す

（「
義
格
家
譜
し
。

前
篇
　
国
典
類
抄
　
一景
部
三
八

ヽ
■
ｚ
慎

ヱ

や

メ∵
専
―

〒

■

苛ヽ
へ

‥

燿
テ
０
培
′
―

キ̈
す
・Ｊ
、
１
３
１
婆
で
マを
、
乞

ｔ
ズ
一薔
卜
，
■
■
マ
，「
下
‘
Ｌ
で
９
‘
メ

一　
，
，
ヽ
Ｔ
キ
ニ
う

山
ヤ
●ｒ
Ｔ
ｉ
性
‘

，
■
■
、
■
、

ヽ
料

腱

籍

・
”卜

ゆ
Ｔ
含

柊
１

，
す
ユ
ｔ̈
ｉ
子
に
１
３
塊

，
イヽ
５̈
１
・Ｔ
ΣＩ

，
さ

れ
に
よ
十
り
１
■
‥
τ
´
・こ

お
Ｊ
Ｗ
ｉ
４
・

‘ｔ
ｌ
，
―
れ
マ
■
」
ち
■
一，
ヽ
あ
‥
ア

　ヽ
一ヱ
「
イ
”
―
　
　
ッ
２
′ル

お

え
二
い
２̈

，、
１
４
１
タ
ー
や
付
”
ゝ
構
―

ス
了
ち

ん
ヽ

ヽ
卜
、
も
り
，
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
〓

１
盤
■

・Д

ｉ

Ｔ

濤

ち

―

ォ

ー

か
、ｔ
‘

１

ｌ

η

一　
２
れ
ｔ

，
，ま
ｉ
ｎ留
歌
れ
を
Ｒ
ご
え
∴―
・■
こ
―

「奇
有
「ヽ
■
ふ
え
ょ
、
挙
―
↓
‘
〓―

つ
‥
γ一彗

「『
疑

出
羽
国
秋
田
居
城
絵
図

（安
永
九
年
）黎一

，１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

一）

マ

´
´

n`明
和
二

（
一
七
六
五
）
年
福
地
三
太

郎
に
よ

っ
て

「義
峯
家
譜
」
が
完
成
さ

れ
ま
し
た
。
「
御
日
記
」
を
主
と
し
て

引
証
す
る
こ
と
を
明
文
化
し
た
の
は
こ

の
と
き
か
ら
で
、
家
譜
と
引
証
本
が
同

時
期
に
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も

こ
の
と
き
か
ら
で
す
。

九
代
藩
主
義
和
の
時
代
に
は
、
六
代

義
員
か
ら
八
代
義
敦
ま
で
の
家
譜
が
ま

；
１
●
をそ
０

と
め
ら
れ
ま
し
た
。
各
家
譜
の
担
当
者

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

義
員
家
譜
　
　
　
那
珂
正
左
衛
門

義
明
公
家
譜
　
　
大

槻

文

蔵

義
敦
公
譜
　
　
　
中
山
文
右
衛
門

各
藩
主
の
死
後
、
家
譜
の
完
成
ま
で

か
な
り
の
時
間
が
た
っ
て
い
ま
す
。
個

人
的
な
理
由
で
編
纂
責
任
者
が
代
わ

っ

た
こ
と
も
原
因
の

一
つ
と
思
わ
れ
ま
す

二
、
義
峯
家
譜
～
義
敦
公
譜

″

1ル

ｔ
ｌ

一一



が
、
文
書

・
記
録
の
焼
失
が
最
大
の
原
　
　
い
う
人
事
件
に
家
譜
編
纂
担
当
者
た
ち

因
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
。
こ
の
様

八
代
義
敦
の
時
代
、
明
和
九

（
一
七
　
　
子
を
伝
え
て
く
れ
る
の
が
、
「
恭
温
院

七
二
）
年
の
江
戸
屋
敷
類
焼
と
安
永
七
　
　
様

（義
明
）
御
伝

（記
）
取
纏
被
仰
付

（
一
七
七
八
）
年
の

「
御
殿
焼
失
」
（久
　
　
に
付
願
出
覚
」
（
Ａ
Ｓ
二
八
八
―
三
六
）

保
田
城
本
丸
焼
失
）
と
い
う
事
件
が
お
　
　
で
す
。
ま
た
、
焼
失
し
た
本
丸
を
再
建

こ
っ
て
い
ま
す
。
文
書

・
記
録
焼
失
と
　
　
す
る
た
め
に
、
幕
府
に
願
い
出
た
過
程

で
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
安
永

仙
北
郡
角
館
絵
図

（享
保

一
三
年
）

九

（
一
七
八
〇
）
年
の
絵
図
が
伝

、
、

　
　
　

一
・　

　
　
　
　
　
　
ぼ

す
。
参
勤
交
代
と
い
う
義
務
を
負
い
、

江
戸
と
国
元
を
往
復
し
た
大
名
の
記
録

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
巻
構
成
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

岩
堀
宗
六
を
中
心
と
し
た
記
録
方
右

筆
に
よ

っ
て
編
纂
事
業
が
す
す
め
ら
れ

ま
し
た
が
、
担
当
者
自
身
が

「御
亀
鑑
」

と
命
名
し
て
提
出
し
て
お
り
、
史
料
編

纂
に
対
す
る
意
気
込
み
が
伝
わ

っ
て
き

ま
す
。

―

―

◇

―

―

◇

―

―

義
和
の
時
代
に
は
、
大
幅
な
藩
組
織

の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
義
和
公

譜
」
の
寛
政
元

（
一
七
八
九
）
年
九
月

二
日
条
に
は
、
総
奉
行
ら
に
対
し
て
示

し
た
条
目
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ま
で
町
奉
行
で
あ

っ
た
中
山
文
右
衛

門

（青
義
）
は
こ
の
と
き
総
奉
行
上
席

扱
い
と
な
り
源
通
院

（義
敦
）
の
家
譜

編
纂
を
直
接
担
当
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。
彼
は
さ
ら
に
寛
政
五
年
七

月
に
は
学
館

（明
道
館
の
ち
明
徳
館
と

改
称
）
の
祭
酒
に
任
命
さ
れ
る
な
ど
重

貢
を
ま
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

「
義
敦
公
譜
」
は
文
化
元

（
一
八
〇

四
）
年
二
月
に
完
成
し
ま
す
。
引
証
本

は
三
冊
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
伝
わ
っ

四
、
義
和
公
譜
の
成
立

天
保
四

（
一
八
三
三
）
年
に
完
成
し

た

「
義
和
公
譜
」
が

一
〇
代
藩
主
義
厚

に
提
出
さ
れ
た
の
は
、
翌
年
八
月
二
日

で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
天
保
の
大
飢
饉
対

策
が
よ
う
や
く

一
段
落
し
た
頃
で
す
。

こ
の
時
家
譜

一
〇
冊
と
同
時
に
引
証

本
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
が
、

「御
亀

鑑
」
（江
府

・
秋
府
）

一
一
五
冊
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
家
譜
引
証
本
に
く
ら
べ
て

際
立

っ
た
冊
数
の
多
さ
で
す
。
ま
た
、

江
戸
と
秋
田
に
お
け
る
記
録
を
別
々
に

編
纂
し
た
の
も

「御
亀
鑑
」
の
特
色
で

御
亀
鑑

江
府

一
（右
）
と
秋
府

一
（左
）

葬

キ

卜ヽ
子
■
、ま

。い
ｏＮ口２も
゛

『崎耐獅硼中濃無協静ヘ

囲
嗣
蜘
蹄
鵬
け
出
鮮
把
鰤
替

縣
卿

擁

装

椰
為

厠二
斐

ふ
て
Ｉ
ｌ
構
―
′
に
ウ
鸞
許
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て
い
ま
せ
ん
。
高
齢
と
体
調
不
良
を
お

し
て

「
義
敦
公
譜
」
を
完
成
さ
せ
た
中

山
文
右
衛
門
は
、
翌
文
化
二
年
に
病
死

し
ま
す
。
七
八
歳
で
し
た
。

な
お
、
寛
政
七
年
九
月
に
は
郡
奉
行

が
再
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
義
和
の
時
代

の
寛
政
期
の
政
治
改
革
は
多
様
に
わ
た

り
ま
す
。

ま
た
、
文
化
四
年
に
は
箱
館
出
兵
が

行
わ
れ
る
な
ど
、
対
外
的
に
も
緊
張
感

が
伝
わ

っ
て
く
る
時
期
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ま
で
ほ
ぼ
年

一
冊
の
単
位
で
編
纂

さ
れ
て
い
た

「
御
亀
鑑
」
秋
府
は
、
文

化
四
年
は
三
分
冊
に
な

っ
て
お
り
、
箱

館
出
兵
に
た
ず
さ
わ

っ
た
藩
士
の
名
が

数
多
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ

れ
が

「
義
和
公
譜
」
に
も
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
。

―

―

◇

―

―

◇

―

―

家
譜
に
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

本
丸
焼
失
後
、
寛
政
四

（
一
七
九

二
）

年
の
被
仰
渡
で
系
図
吟
味

。
文
書
提
出

が
命
令
さ
れ
て
い
ま
す

（『
町
触
控
り
。

こ
の
と
き
記
録
所
が
行

っ
た
古
文
書
の

検
討
結
果
が
、
所
蔵
者
に
交
付
さ
れ
た

青
印
書
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
文
化
二
２

八
〇
五
）
年
に
も
系
図
提

出
命
令
が
出
さ
れ
て
お
り
「
町
触
控
』

な
ど
）、
こ
の
と
き
提
出
さ
れ
た
も
の

が
本
館
に
数
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
元
禄

・
明
和

・

寛
政

。
文
化
と
出
さ
れ
た
古
文
書
提
出

命
令
は
、
本
館
所
蔵
の

『
秋
田
藩
家
蔵

文
書
』
の
巻
構
成
と
深
く
関
わ

っ
て
い

ま
す
。

天
樹
院
様
新
調
御
家
譜

差
上
候
節
記
録

一だ
委

饒

管
そ

ん

，

■
分
嘔
挿
曹

轟

予
■
リ
ー

タ
″
き
そ
４

え

た
牛
キ
■
１
二
Л
エ
ロ

ふ
稚
澤
″
花
イ
摯
す
？
１
７

′
な
ら
“
な
″
争
贅
で
１
“
こヽ
た

決
■

‘́
Ｉ
７
ふ
メ
？
‘
ι

，
ψ
ｚ
イ

タ

拌

Ｙ

４

一う

面

‘ヤ
‘

力

み

よ

み

′

な

ア

み
ｔ
予

あ
ク

黛

為

１

´

一
客

“

　

　

あ

一
鬱

饉
城

霧

軍
ｉ

ｆ

艦

ム

丼

―

イ
Й
Σ

‘

“
し
―
夕
●
▲
５

，
　
井
汚
ｔ
１
３
夕
■
●
ら

―
ス

お
れ
Ｆ

，
―
＾

Ｆ
ｔ
る
０ャ
ｔ
４
‘
ム
γ
ｌ
タ

カ
ｆ
‘
ム
・
　
　
　
ゼ
２
７
５
３

″
ｋ
）
す
供
ス
ト
ル
撃
ふ
基
Л
ル
ス

２̈
ス
と
‘
●
３
７

ッ
々
，
■
ム

●
べ
ｔｒ
″
”
Ｆ
●

ξ
落

“
け
３
ヤ

黎
ル
豫
才
ア

オ
子

家
譜
と
引
証
本

12   12 12

鐵 栃 家 譜

|■|IIIII 引証本 (本館所蔵分)

|    1 引証本 (推定値)

義
光
～

義
重

①
義
宣

②
義
隆

③
義
処

④
義
格

⑤
義
峯

⑥
義
員

⑦
義
明

⑧
義
敦

⑨
義
和

⑩
義
厚

五
、
義
厚
公
譜
の
成
立

安
政
六

（
一
八
五
九
）
年
、
「
義
厚

公
譜
」
が
石
山
源
二
郎
か
ら
最
後
の
藩

主
義
尭
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

記
録
に
よ
る
と
、
不
備
が
多
い
た
め

に
編
纂
の
仕
直
し
が
命
じ
ら
れ
担
当
者

も
交
代
し
て
い
ま
す
。
引
証
本
も
編
纂

中
で
し
た
が
、
家
譜
と
同
時
に
提
出
す

る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
四

（
一
八
七

一
）
年
の
廃
藩
置

県
に
よ

っ
て
藩
政
に
終
止
符
が
う
た
れ

ま
す
が
、
そ
の
直
前
、
明
治
二
年
の
記

録
が

一
冊
残

っ
て
い
ま
す
。
表
紙
に
は

「御
亀
鑑
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
家
譜
編
纂
事
業
は
継

続
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
天
保

期
の

「
御
亀
鑑
」

一
一
五
冊
が
後
の
担

当
者
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
大
き
か
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

―

―

◇

―

―

◇

―

―

「義
厚
公
譜
」
を
見
る
と
、
義
厚
の

時
代
の
最
大
の
政
治
課
題
は
天
保
の
大

飢
饉
対
策
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

北
浦

一
揆
で
知
ら
れ
る
仙
北
郡
に
は
、

藩
主
が
直
接
巡
視
に
出
て
い
ま
す
。
ま

た
こ
の
時
期
の
対
策
と
し
て
出
さ
れ
た

「
御
条
目
」
が
家
譜
に
四
点
引
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
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佐 竹 家 譜 一 覧
請 求 記 号 資 料 名

AS288 1 1 佐竹第一世

同 第九世

義光    1 天喜 3

行義家譜  1 弘長 3

(1055)～大治 2(1127)

(1263)～嘉元 3(1305)

A S288 1 2 佐竹第十世 貞義家譜 弘安10(1287)～文和元 (1352)

A S288 1-3 佐竹第十一世 義篤家譜 応長元 (1311)～康安 2(1362)

A S288-14 佐竹第十二世

同 第十三世

義宣

義盛家譜

貞和 2(1346)～ 嘉慶 2(1388)

貞治 4(1365)～ 応永14(1407)

A S288-15 佐竹第十四世 義人家譜 応永 7(1400)～ 応仁元 (1467)

A S288 1-6 佐竹第十五世

同 第十六世

義俊

義治家譜

応永27(1420)～文明 9(1477)

嘉吉 3(1443)～ 延徳 2(1490)

A S288- -7 佐竹第十七世 義舜家譜 文明 2(1470)～ 永正14(1517)

A S288- 佐竹第十八世 義篤家譜 永正 4(1507)～ 天文14(1545)

A S288- 佐竹第十九世 義昭家譜 享禄 4(1531)～ 永禄 8(1565)

A S288 -10～ 12 佐竹第二十世 義重家譜 天文16(1547)～慶長17(1612)

A S288- -13-14 佐竹第二十二世 義隆家譜  1 慶長14(1609)～寛文11(1671)

A S288 -15-17 佐竹第二十二世 義庭家譜 寛永14(1637)～元禄16(1703)

A S288 -18-19 佐竹第二十四世 義格家譜 元禄 7(1694)～ 正徳 5(1715)

_A S288 佐竹第二十五世 義峯家譜  1 元禄 3(1690)～ 寛延 2(1749)

A S288 佐竹第二十六世 義員家譜  : 享保17(1732)～宝暦 3(1753)

A S288 -22～ 23 佐竹第二十七世 義明公家譜 1 享保 8(1723)～ 宝暦 8(1758)

A S288 1 24～ 28 義敦公譜 寛延元 (1748)～天明 5(1785)

A S288-1-29～ 38 義和公譜 安永 4(1775)～ 文化12(1815)

A S288-1-39-48 義厚公譜 文化 9(1812)～ 弘化 3(1846)

義  宣  家  譜  (東大史料編纂所本と当館所蔵分の対応関係)

東 大 史 料 編 纂 所 本 当 館 所 蔵 分

1 佐竹第二十一世 義宣 家譜 子 1 元亀元～天正17 A S288-8-1 義宣家譜

2 佐竹第二十一世 義宣 家譜 丑 1 天正18～天正19 A S288 8 2 義宣家譜

3 佐竹第二十一世 義宣 家譜 寅 1 文禄元～慶長 3

4 佐竹第二十一世 義宣 家譜 卯 1 慶長 4～慶長 5 A S288-8-3 義宣家譜

5 佐竹第二十一世 義宣 家譜 辰 1 慶長 6～慶長19 A S288-84 義宣家譜

佐竹第二十一世 義宣 家譜 巳 1 元和元～元和 4

7 佐竹第二十一世 義宣 家譜 午 1 元和 5 A S288 85 義宣家譜

8 佐竹第二十一世 義宣 家譜 未 1 元和 6～元和 7 A S288 8 6 義宣家譜

佐竹第二十一世 義宣 家譜 申 1 元和 8～元和 9

佐竹第二十一世 義宣 家譜 酉 1 寛永元～寛永 3

11 佐竹第二十一世 義宣 家譜 成 1 寛永 4～寛永 7

佐竹第二十一世 義宣 家譜 亥 1 寛永 8～寛永10
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|お もな展示資料目録

通 番 請 求 記 号 資 料 名

1 A S029 1 御文書並御書物目録 (宝永 6年 )

2 A S209-85 新撰御家譜御拝見留書 (寛政 7年 )

A S209_86 新撰御家譜差上候節御席順 (寛政 7年 )

A S 209 170-25 後篇 国典類抄 凶部 25
A S209-175-38 前篇 国典類抄 嘉部

A S209_176-34 後篇 国典類抄 嘉部

7 A S288-1 佐竹家譜 (義光～義厚)

A S288-8 義宣家譜

A S288-20 義峯公家譜引證本 (明和 2年 )

0 A S288-36 恭温院様御伝 (記)取纏被仰付に付願出覚 (安永 8年 力)

1 A S288 41 園廟・通廟・恭廟・源廟御家譜指上候節留書
2 A S288 45 於陰之間新調御家譜差上候節之御手控草稿 (天保 5年 )

3 A S288 2-16 佐竹系図引証本 (元禄14年)

4 A S289 18 御亀鑑 江府

5 A S289-18-1 御亀鑑 秋府

6 A S289-19 天樹院様新調御家譜差上候節記録
7 A S289-211 宏徳院様新撰御家譜出来指上候節記録

A S317-7 権現様御判物 (慶長 7年 )

9 A00291 御蔵書目録 乾・坤 (天保 3年 )

A02884 御文書御改に付文書処覚 (元禄10年 )

A0343-1 被仰渡候書付並老中覚書 (宝暦 5年 )

A03432 銀札御仕法被止置御趣意外 (宝暦 7年 )

A K280 1 古文書提出井武芸奨励被仰渡 (正徳 2年 )

A K312 29 藩政改革の意見を求める達書 (享保 4年 )

A K312 54 政事・財用立て直 しに付御条目 (寛政元年)

A K312 62 郡奉行再設置に付被仰渡 (寛政 7年 )

A K342-50 大凶作二付米取扱形被仰渡御条目 (天保 4年 )

A K342 53 大凶作二付被仰渡御条目 (天保 5年 )

A H288.317 青印書 (寛政 5年 )

A H337 7-1 宝暦 4年秋田領内通用銀札

A209-2 諸御座敷御絵図

A2882-473 福地氏系図 (文化 2年 )

A2882-659 岩堀氏系図 (文化 2年 )

F、 289-372 御亀鑑 (明治 3年 正 2～ 4.29)

í526-1 出羽国秋田居城絵図 (安永 9年 )

7-389 佐竹家蔵書目録

辛-171 金砂紀行

県A-146 土屋知虎日記 (抄)(明和 708・ 9年 )

県C95 仙北郡角館絵図 (享保13年 )

県 C-169 御城内御座敷廻絵図

県 C361 箱館七重浜御陣屋之図 (文化 4年 )
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